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号
証

作成年月日 作成者 立証趣旨 備考

甲
212

（４）実用発電用原
子炉及びその附
属施設の位置、構
造及びその設備
の基準を定める規
則及び （１７）同規
則の解釈 に対す
る御意見への考え
方（案）（抄）（表
紙、７９～８０頁）

写 平成25年5月
24日

原子力規制
委員会

原子炉施設基準検討チーム第２２
回会合の資料２の内容。

乙１６７
に、80
頁を加
えたも
のであ
る。

標　　　　　　　　目
（原本・写しの別）
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	甲１～４４

